
参考

【返還例】 単位：円

貸与総額

返還年数 年 年 年 年 年 年 年

返還回数 回 回 回 回 回 回 回

返還年額

返還月額

貸与総額

返還年数 年 年 年 年

返還回数 回 回 回 回

返還年額

返還月額

注 返還額は、 円未満切捨て

注 返還総額に端数が出る場合は、初回に調整する。

注 返還例は、おおよその返還額を目安として便宜上掲載したものであり、端数調整の関係で実際の返還年

額及び返還月額とは、異なる場合もある。

注 （第 条関係）返還猶予の承認を得た場合は、返還猶予期間を含めた返還年限は最長 年とする。

 

（（３３））教教育育関関係係

①①北北里里大大学学大大学学院院医医療療系系研研究究科科課課程程博博士士のの学学位位にに関関すするる取取扱扱内内規規

（趣旨）

第１条 北里大学大学院医療系研究科（博士課程）における学位に関する取扱いは、関係規程に定めるもののほか、

この取扱内規による。ただし、研究科委員会は、必要に応じ、特例を定めることができる。

（学位論文の提出）

第２条 北里大学学位規程（以下「学位規程」という。）第７条による学位論文の提出は、次のとおりとする。

（１） 学位の授与の申請を予定している者は、原則として、申請の前年度までに、授業科目「医学研究倫理学」

の単位を取得し、かつ、申請年度の８月末までに公開の予聴会又はポスター発表形式による

において、提出すべき論文の要旨を発表するものとする。なお、詳細は、研究科委員会に

おいて定める。

（２） 前号における発表の後、研究科委員会において学位論文提出に相当すると認められたときは、１月中旬

までに学位論文を提出するものとする。

２ 提出期限後に提出された学位論文の年度内審査は行わない。

（学位授与の申請）

第３条 学位の授与を申請する者は、次の書類を提出しなければならない。

（１） 学位申請書 １通

（２） 学位論文 ６通

ア 学位論文は、主学術論文を中心に関連の情報及び解析結果を論理的にまとめたものとし、和文又は英文と

する。

（３） 論文要旨（和文 字以内） ５通

（４） 論文目録 ５通

（５） 上記目録記載の論文別冊（主学術論文１編、副学術論文２編） 各５通

ア 主学術論文は、査読制度の確立した学術誌に掲載若しくは受理された原著論文又は症例報告とし、筆頭著

者で原則として英文とする。

イ 副学術論文は、査読制度の確立した学術誌に掲載若しくは受理された原著論文又は症例報告とし、主学術

論文と関連のある研究内容のものが望ましい。

ウ 別冊は写しでも可とする。なお、別冊の提出が期限までに間に合わない場合は、論文原稿に掲載証明書又

はそれに代わるものを添付するものとする。

（６） 同意書（主学術論文の共著者） １通

（７） 履歴書 １通

（８） 推薦状（指導教授） １通

（９） 戸籍抄本（外国人の場合は住民票の写し） １通

（ ） 優秀学位論文賞評価用資料 １通

（ ） 北里大学リポジトリ 登録申請・公開許諾書 １通

２ 上記のほか、学位規程第７条第２項により資料の提出を求めることができる。

（審査委員会）

第４条 学位規程第７条により提出された学位論文に関する審査委員会の委員は、 月の研究科委員会において

選出する。

２ 審査委員会は、主査１人、副査３人をもって構成する。

３ 指導教員は、審査委員会の委員にはならないものとする。ただし、当該分野が特殊である等の事情により、学

位論文審査に支障があると研究科委員会が認めたときは、この限りではない。
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４ 学位の授与を申請する者の親族は、審査委員会の委員にはならないものとする。

５ 研究科委員会は、学位規程第９条第３項の規定に基づき、審査について必要があるときは、他の大学院又は研

究所等の教員等をもって審査委員会の委員に充てることができる。

６ 研究科委員会は、審査委員会の委員の氏名を公開するものとする。

（学位論文の審査）

第５条 審査委員会は、提出された学位論文の審査を２月中旬までに終了する。

（最終試験）

第６条 審査委員会は、公開論文発表会において学位論文を中心に口頭試問を行い、最終試験とする。

（学位論文・最終試験の審査報告）

第７条 審査委員会は、学位規程第９条により報告書を作成し、委員全員の承認を経て研究科委員会に提出する。

（判定）

第８条 学位規程第 条により学位論文・最終試験の合否の判定は、２月下旬に行う。

（提出書類）

第９条 提出書類は、所定の用紙を用い、主査を経て研究科長に提出する。

（学位論文の公表）

第 条 本研究科で博士の学位を授与された者は、授与された日から１年以内にその論文の全文をインターネッ

トの利用により公表しなければならない。

２ 前項の規定による公表は、北里大学リポジトリにより行うものとする。

（やむを得ない事由の取扱い）

第 条 学位論文をインターネット上で公表するのにやむを得ない事由がある場合は、本研究科長の了承を得た

後、学長の承認を受けて、学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。

２ 前項の規定による要約は、論文の全体がわかるものとし、できる限り多くの本文を公表するものとする。

（飛び級）

第 条 飛び級により学位の授与を申請する者については、北里大学大学院医療系研究科飛び級による課程博士

の学位に関する取扱内規に定めるところによる。

（学位論文提出有資格者の退学）

第 条 学位規程第４条による学位論文提出の資格を有して退学した者については、北里大学大学院医療系研究

科論文博士の学位に関する取扱内規に準ずる。

（この内規の改廃）

第 条 この内規の改廃は、教育委員会及び運営委員会の議を経て、研究科委員会において決定する。

附 則

この内規は、平成 年 月１日から施行する。

附 則

この内規は、平成 年 月 日から施行する。

附 則

この内規は、平成 年４月１日から施行する。

附 則

この内規は、平成 年 月１日から施行する。

附 則（北学総第 号）

１ この内規は、 年 月 日から施行する。

２ 前項の規定にかかわらず、第 条（学位論文提出有資格者の退学）の規定は、 年度入学者及び在学者か

ら適用する。
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